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教育委員会議事録 

日 時 平成27年８月31日（月）午後２時00分～午後３時26分 

場 所 教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 井 出 隆 安 委 員 對 馬 初 音

 委 員 伊 井 希 志 子 委 員 折 井 麻 美 子

出 席 説 明 員 事 務 局 次 長 徳 嵩 淳 一
学 校 整 備 
担 当 部 長 

大 竹 直 樹

 
生涯学習スポーツ 
担 当 部 長 和 久 井 義 久 中央図書館長 井 山 利 秋

 庶 務 課 長 岡 本 勝 実
教 育 人 事 

企 画 課 長 
藤 江 敏 郎

 学 務 課 長 正 田 智 枝 子
特 別 支 援 
教 育 課 長 伴  裕 和

 学校支援課長 朝 比 奈 愛 郎 学校整備課長 喜 多 川 和 美

 生涯学習推進課長 本 橋 宏 己 スポーツ振興課長 人 見 吉 也

 
済美教育センター 
所 長 

白 石 高 士
済美教育センター 
統括指導主事 

大 島  晃

 
済美教育センター 
統括指導主事 

手 塚 成 孝
済美教育センター 
就学前教育担当課長 加 藤 康 弘

 中央図書館次長 吉 川 英 一   

事 務 局 職 員 庶 務 係 長 井 上 廣 行 法規担当係長 岩 田 晃 司

 担 当 書 記 小 野 謙 二   

傍 聴 者 数 １名    
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会議に付した事件 

 

（議案） 

  議案第 56号  地域運営学校（コミュニティ・スクール）の指定につい

て 

  議案第57号  平成２７年度杉並区一般会計補正予算（第２号） 

 

（報告事項） 

（１） 指定校変更（第７号事由）に係る審査基準等の策定について 

（２） 高円寺地域における新しい学校づくりに伴う通学区域の特例措置

について 

（３） 区立小学校における特別支援教室の設置について 

（４） 適応指導教室さざんかステップアップ教室「宮前教室」の開設に

ついて 

（５） 学校運営協議会委員の任命について 

（６） 杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について 

（７） 指定管理施設の年末年始の開場について 

（８） 「杉並区いじめ防止対策推進基本方針」の策定について 
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教育長 ただいまから、平成27年第 14回杉並区教育委員会定例会を開催い

たします。本日は馬場教育長職務代理者が欠席でございますが、定足数

を満たしておりますので、このまま議事を進めることといたします。 

議事進行に先立ちまして、事務局より本日の会議についての説明をお

願いいたします。 

庶務課長  本日の議事録の署名委員につきましては、教育長より事前に伊

井委員との指名がございましたので、よろしくお願いいたします。 

次に、本日の議事日程についてでございます。事前のご案内では議案

１件、報告事項８件を予定しておりましたが、議案第57号平成27年度杉

並区一般会計補正予算第２号が提出されましたので、議案が合計で２件、

報告事項が８件となっております。 

以上でございます。 

教育長  それでは本日の議事に入りますが、ただいま庶務課長から説明が

ありましたとおり、議案第57号が追加で提出されておりますので、当議

案につきましても本日の委員会で審議をしたいと思いますが、これに異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  それでは異議がございませんので、議案第 57号につきましても、

本日の委員会で審議をすることといたします。 

なお、議案第57号につきましては、平成27年第３回区議会定例会への

提出予定議案で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規

定に基づく区長からの意見聴取案件となっております。したがいまして

同法第14条第７項の規定により、審議を非公開としたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

教育長 それでは議案第57号につきましては審議を非公開とし、他の議案

の審議と報告事項の聴取が終了した後に、審議することといたします。 

それでは、まず議案第56号の審議を行います。議案の上程、説明は事

務局よりお願いをいたします。 

庶務課長  それでは日程第１、議案第56号「地域運営学校（コミュニティ・

スクール）の指定について」を上程いたします。学校支援課長からご説

明いたします。 

学校支援課長 それでは、議案第56号につきましてご説明させていただき



 

 5

たいと存じます。今回、区立新泉和泉小学校、和泉中学校及び西宮中学

校を、学校運営協議会を置く学校として指定するものでございます。こ

の３校につきましては、これまで学校と地域保護者との信頼関係が築か

れてございまして、学校への理解協力体制が整ったということで、地域

に 開 か れ た 学 校 づ く り を 一 層 進 め る た め 地 域 運 営 学 校 の 指 定 を 行 う も

のでございます。 

なお、新泉和泉小学校及び和泉中学校につきましては、ことし４月、

小中一貫教育校としまして開校したものでございまして、杉並和泉学園

を構成する小・中学校として同時に指定するものでございます。 

学校運営協議会につきましては、小・中２校合同で行いまして、委員

は両校を兼務する予定でございます。 

第 56号議案の朗読は省略させていただきます。 

庶務課長  それでは、ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ござい

ますでしょうか。 

對馬委員  小中両方兼務するということは、人数の枠などはほかの学校と

同じなのでしょうか。 

学校支援課長  同じ人数枠の中で同時に、杉並和泉学園を地域の運営学校

としまして実施していくものでございます。 

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。 

教育長  この杉並和泉学園は、ことしの４月１日に制度化されたわけです

けれども、この間、新泉小学校、それから和泉小学校、また、和泉中学

校は学校支援本部を合同で設置して、３校一体化した教育活動の支援を

行ってきております。そういう意味からすれば、この杉並和泉学園が設

置された時点において、それぞれ制度上小学校、中学校は別ですけれど

も、学校運営協議会を一緒に設置するということは時宜を得たものであ

ると言えると思います。 

  また、恐らくこれまで学校支援本部として活動し、学校を支援してい

ただいた地域の方々も、そういった方向性で新しい学校運営協議会がで

きることについても賛同を得られるものと私は思っております。 

  なぜかと言いますと、この和泉学園を発足させるまでに、約10年を要

したわけで、この10年間の間に地域の方々からいただいたご理解とご支

援というものは非常に大きなものがあります。その支援があったからこ

そ、和泉学園を発足させることができたと言っても過言ではないくらい
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に高く評価できるものと思っておりますので、新しくできた学園の小学

校・中学校に、その両方を合同で考えていく学校運営協議会ができる。

こ れ は 制 度 上 別 々 の も の で あ っ て も 同 一 の も の と し て 活 動 し て い く こ

とができれば、これまでの経過から望ましいものであると考えます。 

庶務課長  ほかはよろしいでしょうか。それでは教育長、議案の採決をお

願いいたします。 

教育長  それでは議案の採決を行います。議案第56号につきましては原案

のとおり可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長 それでは異議がございませんので、議案第56号は原案のとおり可

決をいたします。 

  引き続きまして、報告事項の聴取を行います。事務局から説明をお願

いいたします。 

庶務課長  それでは、報告事項１番「指定校変更（第７号事由）に係る審

査基準等の策定について」、学務課長からご説明いたします。 

学務課長  報告の前に１つだけお知らせをさせてください。ウェブサイト

にクックパッドという料理レシピのサイトがあるのですけれども、明日

９月１日の午前 10時から杉並の給食をアップしますので、ぜひ皆さん、

アクセスしていただけたらと思います。広報すぎなみへの掲載は９月11

日号ですのでご覧ください。 

  それでは私から、指定校変更の第７号事由に係る審査基準等の策定に

ついて、ご報告をさせていただきます。指定校変更の第７号事由は、学

校の特色ある教育活動等に参加を希望する場合に、児童の希望を尊重す

る仕組みとして学校希望制度の終了に伴う経過措置と合わせて、平成26

年度４月の新入学者から実施してきました。ことしの４月入学をもって

学校希望制度が終了したことから、指定校変更制度の相談や申し立てが

増加すると予想されます。そのため、指定校変更申し立て第７号事由に

係る審査方法、事務処理基準等について、より客観的、効率的に審査で

きるよう審査基準等を策定したものでございます。 

  まず、審査基準等の内容でございますけれども、（１）としまして、

受け入れ枠でございます。第７号事由による受け入れ人数は上限枠を設

けまして、小学校は10人、中学校は15人とします。ただし、学校によっ

ては、教室数等に制約のあるところもありますので、毎年９月に住民基
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本台帳の人口や学習環境等を考慮しまして学校と協議の上、受け入れを

行わない等の対応について決定するものといたします。 

  次、（２）の審査基準につきましては、１枚おめくりいただいて、「指

定校変更第７号事由に係る審査基準等について」をご覧ください。こち

らの申し立てをする場合ですけれども、表に記載のとおり、左側に質問

項目を書いてございますが、指定校ではなく、その学校を志望する理由

や 学 校 の 特 色 な ど ４ つ の 質 問 に つ い て 志 望 理 由 書 を 作 成 し て 学 務 課 へ

提出していただきます。提出後の志望理由書は、質問ごとに志望動機の

妥当性など審査の視点に沿って、Ａの「非常に評価できる」５点から、

Ｄ「あまり評価できない」２点、それからＥの記載なしゼロ点まで、名

前をマスキングしまして採点をいたします。総合評価を含めまして30点

を満点として志望校ごとに申し立て者の得点によって順位をつけ、受け

入れの対象者を決定するものでございます。ただし、認定可能な最低ラ

インは10点以上としまして、定員に達していない場合でも９点以下は不

認定ということにいたします。 

  小学校と中学校の志望理由書につきましては、おめくりいただいて、

それぞれ後ろに添付をしてございます。 

  それから、参考としまして、現行の要綱もつけてございますので、後

ほどご覧ください。 

  次にお戻りいただきまして、（３）審査方法でございますけれども、

こちらは、まず学務課で１次審査として記載事項等の書類審査を行いま

す。その後、各学校の校長が審査基準の配点に基づいて採点をし、これ

を２次審査といたします。その後、２次審査の結果等を踏まえまして、

教育委員会が最終的に認定・不認定を決定し、学校と保護者宛てに通知

をいたします。 

  （４）の審査期間につきましては、例年よりもスケジュールを若干前

倒ししまして、12月中旬に就学通知書と指定校変更のご案内を発送いた

します。７号事由による申し立ての受付期間は、小学校は年が明けて１

月18日から22日、中学校は２月２日から５日といたします。認定の可否

については受付後20日以内に決定することといたします。 

  今後の予定スケジュールについては記載のとおりでございます。 

  広報につきましては、区のホームページが９月30日にアップ、教育報

も９月30日号、「広報すぎなみ」には10月１日号で掲載を予定しており
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ます。  

私からは以上でございます。 

庶務課長  それでは、ただいまの説明についてご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。 

伊 井 委 員  希 望 制 度 が 実 質 的 に 弾 力 的 に 対 応 され な が ら 終 了 し た わ けな

のですけれども、全体的な小・中の人数の配分というのは、廃止される

前と、それから希望制度があったときというのは何か変化がございまし

たでしょうか。 

学務課長  学校希望制度の経過措置としまして、受け入れの人数の枠を40

名から30名、20名と１年ごとに下げてきております。その経過の措置に

よりまして、実際に希望される学校を希望されれば、変更の希望者も減

っておりますし、変更を希望した学校に入るお子さんの数も落ちついて

きているかなと認識をしております。 

庶務課長  ほかに、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

對馬委員 審査は何人ぐらいで、どういう方がなさるのか教えていただけ

ればと思います。 

学務課長  審査につきましては、１次審査は学務課の職員が事務的な文書

の、名前が間違っているとか、希望できない学校を書いているというよ

うなところを書類審査します。２次審査につきましては各学校の校長が

審査をいたします。その後、学校で審査したものを提出してもらい、全

ての学校の審査内容を教育委員会としてもう一度再確認をして、もし不

明な点等あれば学校に問い合わせをして、その上で最終的な決定をする

という２段階で考えております。 

折井委員 ２点質問がございまして、１点目は審査基準等の内容の受け入

れ枠についてなのですけれども、今回小学校は10人、中学校は15人が上

限ということになっているのですけれども、この人数の違いはどういっ

たところから来ているのか、そして人数の設定の経緯について教えてい

ただけますでしょうか。 

学務課長  まず、受け入れ枠の10人、15人という設定でございますけれど

も、先ほど申し上げましたように学校希望制度の受け入れ枠というのを

40人、30人、20人と下げてきております。最終的には終了ということで

ございます。ということは、これからは住所地の指定校への就学が基本

ということになるわけですけれども、こちらとしては制度の周知に努め
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ていますが、ご存じなくてやはり希望する方が一定程度はおありだろう

ということで、これまでの希望制度で実際に入学された数の生徒数とか

を参考にしまして、基本は10名という枠をまず定めました。 

  次に中学生の15名でございますけれども、中学校については、小学校

に初めて入るお子さんよりも、小学校で小・中一貫校の推進の活動に属

して、その推進校に進学をしたいと考えるお子さんがいらっしゃるだろ

うということと、あと、部活動について一定の希望を持って、その希望

す る 部 活 の あ る と こ ろ に 行 き た い と い う 希 望 が 一 定 程 度 あ る の で は な

いかということで、小学校よりも５名枠を広げて15名とさせていただい

たところでございます。 

  あとは、この設定の経緯ですけれども、小・中学校の校長を含めた検

討会を設置いたしまして、３回にわたって検討を進めてきました。決定

に当たりましては、それぞれの検討の結果を、小学校中学校自主校長会

に報告をして、そちらでもご議論いただいてフィードバックをいただく、

その繰り返しをする中で、今回基準を策定させていただいております。 

  あと、小中学校の PTAの役員の方々にもご意見を伺ってつくってきた

ということでございます。 

折井委員  学校側、保護者側の意見を聞きながらということで決定された

ということですね。ありがとうございます。 

２点目です。審査基準についての２枚目なのですけれども、こちら統

一的な審査基準を設け、30点を満点ということで、質問が上から１、２、

３、４つ目までで、５点×４で20点ですよね。最後の総合評価が10点分

ということになりますよね。Ａが９点か10点。Ｂが７、８というふうに

あるのですけれども、その表の下の※１）の「総合評価とはＡ～Ｅでは

評価しきれない部分について総合的な判断により加点するもの」とござ

います。この「Ａ～Ｅでは評価しきれない」というのがちょっとよく理

解できないので、この総合評価、要は３分の１の点数が結構大きいと思

うのですね。この部分がどのような審査になるのかを教えていただけま

すでしょうか。 

学務課長  この配点の表につきましては、４つの質問についてＡが５点で

すので、ここで20点。総合評価で10点を配分しておりまして、なおかつ

Ａの中で９点、10点と分けておりますのは、相対的にどうしても選ばな

くてはいけないということで、得点差がつかなくてはいけないというの
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がありますので、項目ごとに審査をしていって、ここは５点、５点、５

点ときて全部20点になった場合、ではどうやって評価をするのかといっ

たときに全体を見て、例えば志望理由でありますとか、その後どうした

いとかいった全体的なバランスでありますとか、そこから受ける印象と

いったところで最終的に採点をしていくという考え方でございます。こ

れについても、校長会からご意見をいただいたのですが、審査の項目で

すとか、審査の視点とかいうのも、審査をする上で点をつけるのであれ

ば難しいから、やはり視点を明確にした上で定めるべきだろうというこ

とで加えたところがございます。この、９点、10点という区分けも、校

長からの意見を取り入れて定めたところです。 

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。 

教育長  これは選抜試験ではないので、例えば私立校や都立高校などの入

試のように点数が高い子を取ろうというものではないということは、よ

く保護者に理解していただかないといけないと思います。 

つまり、ほかにもこの指定校変更を申し出る事由はあるわけで、そう

いう事由で、本来だったら指定された学校に入学したり進学してもらう

のが筋なのですけれども、様々な理由で、その学校ではなくてほかの学

校を選ぶということであれば、それは単に希望した子どもの中から優秀

な子を選ぶということではなくて、事情をよくお聞きして、いわゆる本

来進学する学校ではなくて、こっちの学校でということで、ある１つの

問題は解決される。 

つまり、そのお子さんが持っている問題を解決するために指定校変更

というのはあるわけです。例えば、こういうことをしたいと考えている

けど、それが進学先では実現できそうもないということであれば、それ

は１つの問題ですから、それを解決するための環境を用意するというこ

とだったら、それが本当にその子の、いわば自発的なものであったり、

将来のことでそうすることが望ましいことであるのかどうかというこ

とをみんなで考えるわけですから、あくまでも選抜試験ではないという

ことです。ですから、そういう受けとめ方をされるような説明はしては

ならないし、ぜひ保護者に理解をしていただきたいと思っています。 

例えば、第７号事由以外のものの中には、上の子が通っているから保

育に欠ける時間が多いので、できれば上の子も下の子も同じ学校に通わ

せたいという、これは切実な事情であるだろうと思うのですね。そうい
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ったことで指定校を変更することによって、その事情が解消するのであ

れば学校を変えましょうという、そういうことで指定校変更制度という

のはあるわけですから、第７号事由もそういうもののひとつだというこ

とをきちっと保護者には理解していただく必要があろうかと思います。 

庶務課長 ほかにはよろしいでしょうか。  

伊井委員  ぜひ、保護者の方には、指定校が変わったことで、前向きに学

校 教 育 に 参 加 し て い た だ け る よ う な 一 言 を 伝 え て い た だ け る と い い な

と思います。特に距離のことで、指定校になるとちょっと遠かったりと

いうことが全く発生しないわけではないことが過去にありまして、ぜひ、

そういう意味で、学校にいらっしゃるのであれば、様々な教育にご理解

い た だ い て 前 向 き に ご 参 加 い た だ く よ う な 体 制 が あ る と い い な と 思 っ

ております。  

学務課長  努力させていただきたいと思います。 

庶務課長 ほかにはよろしいでしょうか。それでは、報告事項１番につき

ましては以上とさせていただきます。 

  引き続きまして、報告事項２番「高円寺地域における新しい学校づく

りに伴う通学区域の特例措置について」、引き続き、学務課長からご説

明いたします。 

学務課長 それでは、高円寺地域における新しい学校づくりに伴う通学区

域の特例措置について、ご報告をいたします。 

  平 成 31年４ 月 開 校 予 定 の高 円 寺 地 域 に お け る 新 し い 学 校 の 指 定 通 学

区域については、現在の杉並第四小学校と杉並第八小学校の通学区域を

基本とし、別途、開校までに決定することとしております。こうした中

で 杉 並 第 八 小 学 校 の 南 側 及 び 杉 並 第 三 小 学 校 北 側 の 通 学 区 域 に つ い て

は、それぞれ高円寺中学校と高南中学校の相互の通学区域に区分されて

おります。平成27年４月入学者をもって学校希望制度が終了しておりま

すので、これらの区域に居住する就学予定者を含む児童に対しては杉並

和泉学園の場合と同様に、新しい学校の開校を見据えて就学校を選択で

きる特例措置を講ずることといたします。 

  １番の「特例措置の内容」については、おめくりいただいて別紙をご

覧ください。こちらの青い枠の部分が杉並第四小学校と杉並第八小学校

を合わせた通学区域で、新校の基本とする通学区域でございます。それ

から、赤い枠が高円寺中学校、緑が杉並第三小学校、紫が高南中学校の
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通学区域となります。 

  このうち図のＡの地域につきましては、杉並第八小学校南側の通学区

域で高南中学校が指定校でございますけれども、新入学の児童について

は下の表にございますとおり、杉並第三小学校、それから杉並第十小学

校への入学に配慮をするということでございます。また、在校生につき

ましては、高円寺中学校への入学に配慮をいたします。 

また、Ｂの地域につきましては、第三小学校北側の通学区域で、新入

学児童につきましては下の表に記載しておりますとおり、杉並第四小学

校と杉並第八小学校への入学に配慮をいたします。また、在校生につい

ては、高南中学校への入学に配慮することといたします。 

次に、１枚目にお戻りいただきまして、「特例措置の実施方法」でご

ざいますけれども、当該地域に居住する就学予定者を含む児童について、

指定校変更の申し立てにより対応をすることといたします。 

また、３の「特例措置の適用期間」でございますけれども、この特例

措置については当面、新しい学校が開校するまでの間適用することとい

たします。 

なお、平成32年４月入学者以降の取り扱いについては、この特例措置

の実施状況等を考慮しまして、新しい学校の指定通学区域と合わせて平

成30年度に決定をいたします。 

今後の予定スケジュールは記載のとおりでございます。 

私からは以上でございます。 

庶務課長  それでは、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

對馬委員  この地域は、もともと小学校の数が比較的多いといいますか、

この地図で見ても杉八、杉三、杉十と比較的近いところにございますの

で、やはり杉四と杉八以外の学校にも多少の影響といいますか、出ない

とも限りませんので、やはりこの地域の住民の方々が落ちついて学校生

活が送れるような配慮をお願いしたいと思います。 

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。 

  それでは、ないようですので、報告事項２番につきましては以上とさ

せていただきます。 

  引き続きまして、報告事項３番「区立小学校における特別支援教室の

設置について」、特別支援教育課長からご説明いたします。 
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特別支援教育課長  私から、区立小学校における特別支援教室の設置につ

いて、ご報告いたします。東京都教育委員会より公表された「特別支援

教室の導入ガイドライン」では、平成28年度から平成30年度までの３年

間で、全公立小学校に特別支援教室を設置し、これに伴い現在の情緒障

害通級指導学級を発展的に吸収・廃止することとしています。 

  この方針を受け、特別な支援が必要な児童に対する支援の充実を図る

ため、教育ビジョン 2012推進計画及び特別支援教育推進計画に基づき、

区立小学校における特別支援教室の設置を進めることといたします。 

  初めに、特別支援教室の概要ですが、各小学校に特別支援教室を設置

して、巡回指導の拠点校から専門の指導教員が各校の特別支援教室へ巡

回して対象児童を指導するシステムとなります。このため、拠点校及び

巡回を受ける複数校による巡回指導エリアを設定し、エリア内の１校を

拠点校に位置づけます。対象となる児童は、従来の情緒障害通級指導学

級と同様、知的障害のない自閉症・情緒障害等の発達障害のある児童と

します。 

  次に、特別支援教室設置の意義についてですが、巡回指導教員が巡回

校で具体的な指導内容、支援の方向等を助言するなど通常学級の担任と

連携することにより、特別な支援が必要な児童に対して、これまで以上

に効果的な指導が可能になることや、他校にあった通級学級での移動に

伴う負担がなくなることにより、潜在的需要への対応が図れることなど

があります。 

  次に、区立小学校への設置計画についてですが、対象児童はこれまで

の通級指導学級における指導環境を継続する観点から、巡回指導エリア

は 区 内 ５ エ リ ア に よ る 通 級 指 導 学 級 の エ リ ア を 巡 回 指 導 エ リ ア と す る

とともに、既存の通級指導学級がある学校を拠点校に位置づけます。情

緒障害通級指導学級における通級指導エリアは別紙をご参照ください。 

では、資料裏面をご覧ください。平成28年度から30年度までの設置計

画 で す が ５ つ の 指 導 エ リ ア の 学 校 数 等 の 状 況 を 踏 ま え 、 28年 度 は 学 校

数・児童数ともに標準的な富士見丘小エリアから設置をします。29年度

は高井戸第四小、杉並第七小エリアを増やして３エリアに設置し、30年

度はさらに大宮小エリア、八成小エリアを増やし、全５エリアで設置す

る段階的な全校設置を図ってまいります。 

東京都の支援策の活用についてですが、記載のとおり東京都による人
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的・財政的な支援策を活用してまいります。 

今後のスケジュールとして、記載のとおり28年４月富士見丘小エリア

における特別支援教室の設置、運用開始を予定してございます。 

私からは以上です。 

庶務課長  それでは、ただいまの説明についてご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。 

伊 井 委 員  ３ 年 か け て 段 階 的 に 進 め て い く こ との 意 義 と か 意 味 合 い とか

を教えてください。 

特別支援教育課長  まず、新しい制度でございますので、これまでの指導

内容、方法等を踏まえて行いますけれども、まず段階的に丁寧に行いな

がら、その課題等を発見して次に生かしていくということで考えてござ

います。 

事務局次長  今、担当課長からご説明いたしましたけれども、１つはこれ

ま で の 通 級 指 導 学 級 で や っ て き た こ と を や は り 継 続 性 を も っ て 発 展 さ

せていかなければいけない、そうしたことも段階的に進めていく１つの

ポイントとしてあります。 

  もう１つは、今の課長の話にも含まれていましたけれども、今の通級

指導学級の５つのエリアというのは、学校数とその対象児童数が、やは

りエリアによっては学校数が非常に多かったり、あるいは対象児童が多

かったり、そういう状況になります。そのため、今後まず標準的な規模

である富士見丘小エリアから始めて、そうした実績を踏まえて必要なと

ころには拠点校を増やすような調整も必要かなと思っています。そうし

たことを総合的に考えますと、一気呵成に進めるのではなく、このよう

に ３ 年 間 か け て 段 階 的 に 着 実 に 進 め る こ と が こ れ ま で の 実 績 を 生 か し

て い く と い う 観 点 も 含 め て 大 切 な こ と と 受 け と め て い る と こ ろ で ご ざ

います。 

伊井委員  ありがとうございます。ぜひ、子どもたちによい学びがうまく

伝わるように、よろしくお願いいたします。 

對 馬 委 員  今 ま で 情 緒 障 害 学 級 が な か っ た学 校 に 特 別 支 援 教 室 が で き る

と非常にいい方向になっていくと思うのですけれども、巡回指導になっ

たときに、学校側は例えば教室を１つ増やして、そこに週１日巡回の指

導員の方が来て、対象の子がそこで学習をするとか、そういうようなイ

メージなのかどうか、その辺を少し具体的に教えていただけますか。 
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特別支援教育課長 委員のご質問のとおり、教室１つもしくは２分の１程

度の教室を用意して、そこに対象の児童が行く、そこに巡回の指導の教

員が行ってそこで指導する、もしくはまた教室の中でもその活動状況を

見ながら担任と連携しながら指導、支援をするということが、今回のシ

ステムとなってございます。 

庶務課長 ほかはいかがでしょうか。 

教育長 都による人的支援として、特別教育支援専門員を配置するわけで

すよね。これは月、大体何日分ぐらいの人的措置がされるのですか。 

特別支援教育課長 専門員につきましては非常勤として、月16日程度、そ

の学校に配置をされる予定となってございます。  

教 育 長  そ う す る と 巡 回 指 導 員 が 来 る と き は 合同 で 連 携 し て 指 導 を する

と。巡回指導員が来ない日は、この特別支援教室の専門員が担任ととも

に指導をするということですか。  

特別支援教育課長  専門員は直接の指導は行う予定ではございませんが、

児童の行動観察等を行って、その教員、また巡回指導員との連携を図る、

そういう役割を担っております。 

教育長 月16日ということは、週４日で４週ですので、ほぼ、担当者はそ

こに常駐することができると考えてよろしいのですか。 

特 別 支 援 教 育 課 長  具 体 的 な 勤 務 条 件 等 は ま だ正 式 に は 伝 え ら れ て お り

ませんが、一応そのとおり考えているところでございます。 

教育長 計算上はということですね。 

  先ほど次長も説明をしておりましたけれども、これまで杉並区では情

緒障害を持つ児童・生徒のために通級指導学級を設置して、そこでフォ

ローしてきたわけですよね。その方向性は我々の長期計画の中にも位置

づけられていて中学の教室を今度高井戸中学校につくりますし、小学校

も、仮に７ブロックあるとすれば、今、５校ですので、ブロックに１つ

ずつというふうな勘定をすれば、もう少し増やしていく必要があるだろ

うという、そういう認識は持っていたわけですけれども、都の基本的な

方向は各学校に情緒支援教室を設置して、そこで対応していくというも

のです。拠点校を置いて、そこからの専門的な力を持った人が巡回して

来て指導するということであるにしても、今まで杉並区が培ってきたそ

の通級学級のノウハウであるとか実績であるとか、あるいはそこで学ん

だ生徒たちのその後の様子であるとか、いろいろなことを考えるとやは
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り通級学級の果たしてきた役割は非常に大きいものがある。この財産は

ぜひ生かしていく必要があるだろうと思います。 

杉並の通級学級が果たしてきた役割と、そこで積み上げてきた成果や

様々な知見を、今後特別支援教室を全校展開するに当たっても活用して、

さ ら に 発 展 さ せ て い く よ う な 方 向 性 を や は り 持 っ て い く 必 要 が あ る だ

ろうと思います。 

ですから、来年１年で一気にやるのではなくて、来年初年度はひとつ

のブロックで展開して、そこでの成果を踏まえて、29年度、30年度と３

年間かけて望ましいものにしていこうという、こういった方向について

もやはり保護者や PTA、あるいは地域の方々によく理解していっていた

だく必要があると思いますので、そこのところ、ぜひ説明をして、各学

校 に 特 別 支 援 教 室 を 置 く こ と の 意 義 と そ こ で の 教 育 の 展 開 の あ り 方 に

つ い て 杉 並 区 は こ う 考 え て い る と い う こ と を ぜ ひ 理 解 を 求 め て い っ て

ほしいと思います。 

庶務課長 ほか、よろしいでしょうか。 

  それではないようなので、報告事項３番につきましては、以上とさせ

ていただきます。 

引き続きまして、報告事項４番「適応指導教室さざんかステップアッ

プ教室『宮前教室』の開設について」、引き続き、特別支援教育課長か

らご説明いたします。 

特 別 支 援 教 育 課 長  適 応 指 導 教 室 さ ざ ん か ス テッ プ ア ッ プ 教 室 「 宮 前 教

室」の開設について、ご報告いたします。杉並区教育ビジョン2012推進

計画に基づいて、中学校不登校生徒対象適応教室１カ所を新たに開設し、

従来の学習を主体とした機能に加え、交流・居場所的機能を備えた新た

な拠点として運営をしてまいります。 

  まず教室の概要ですが、名称は、適応指導教室さざんかステップアッ

プ教室「宮前教室」です。定員は20名程度となります。ほかの教室にお

いても定員20名であっても、生徒の通室状況等を踏まえて25名程度の受

け入れをしておりましたので、宮前教室でも同様といたします。所在地

は記載のとおりです。 

  教室の規模についてですが、１階約 160平米に教室、活動スペース、

個別の相談室等、２階約 100平米に学習室、オープンスペースを配置し

て、１人であるいは小集団での活動ができて、交流・居場所的な活用が
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図れるよう整備しております。 

  運営体制は、教育指導員２名、教育相談員３名の計５名です。心理職

の 教 育 相 談 員 を 複 数 配 置 し て 生 徒 の 相 談 等 に よ り 丁 寧 な 対 応 が で き る

ような運営体制をとってございます。 

  今後のスケジュールですが、９月上旬から入室相談の受け付けを始め、

29日に開室式を行い、30日から通室を開始する予定でございます。 

  私からは以上です。 

庶務課長 それでは、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

對 馬 委 員  こ ち ら は 中 学 校 の 教 室 に 入 り づら い 生 徒 な ど が 対 象 か と 思 う

のですけれども、学習はそれぞれ自分に合った学習を個別にしていくと

いうことが基本でしょうか。集団での活動みたいなものもあるのでしょ

うか。 

特 別 支 援 教 育 課 長  学 習 に つ き ま し て は 本 人 のや り た い 科 目 を 選 択 で き

るように、また、学習以外の小集団の活動ということも、今回プログラ

ムとして用意してございます。そちらではゲーム等、そうした活動に参

加できるということを考えてございます。 

對馬委員 これから入室相談ということですけれども、こちらに通うこと

になった場合、学校のかわりに毎日通う必要があるのかということと、

そ れ か ら ご 本 人 の 希 望 し た 時 間 帯 だ け い て も い い よ と い う よ う な 柔 軟

な対応なのか。特に今回の場合、その交流・居場所エリアというのが設

けられているようですので、例えばそこに来てただいるだけでもいいの

かとか、そういったあたりを教えていただけますか。 

特別支援教育課長 基本になる学習時間、また、スケジュールは決まって

ございますけれども、本人の状況によって１日いられないということに

なりましたら午前中、もしくは午後から来て居場所エリアでゆっくり過

ごす、そういうことも可能な体制を取っていくことも考えてございます。 

對馬委員 この居場所エリアにつきましては、入室しているお子さんだけ

が使うというイメージなのでしょうか。ほかの子でも、ちょっと来ても

いいとか、そういうことはあるのでしょうか。 

特別支援教育課長 基本的には、入室の検討会を通った生徒の方が来ると

いうことを予定しているところです。 

折井委員 ３番の運営体制について少し説明いただけますでしょうか。教
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育指導員の方と相談員の方、それぞれ２名、３名ということで、勤務体

制ですとか、役割分担について教えていただけますでしょうか。 

特別支援教育課長 勤務時間につきましては、８時半から５時15分という

通常の職員の勤務で、役割としましては、教育指導員は主に学習を見る。

教育相談員は心理職ですので相談を受けたり、また、場合によっては学

習を見たりということで、交流・居場所的エリアにただ１人いるとか、

そういう場合に寄り添ったり、そういう活動はまた職員全体で見て対応

していくと、そういうことを考えているところでございます。 

折井委員 指導員の方は学習を見られるということなのですけれども、中

学 生 な の で か な り い ろ い ろ な 科 目 が あ っ て や や 難 し い よ う な こ と も あ

るのかなと思うのですが、これは基本的にどの教科をやりたいときもそ

れに指導に当たるという理解でよろしいですか。 

特別支援教育課長  教育指導員につきましては、小学校の全科の職員と、

あ と 英 語 を 担 当 す る 職 員 と い う こ と で 基 本 全 て の 学 習 は 見 ら れ る よ う

になっていますけれども、やはり不登校の生徒さん、なかなか学習が中

学校に追いついていないところもありますので、基礎的な学習、小学校

からでも復習できるような、そういう体制を考えているところです。 

伊井委員 ２点あるのですけれども、保護者の方々はいろいろ思いを重ね

ていらっしゃると思うので、その辺の相談体制というのが合わせてある

のかどうかと、出欠というのでしょうか。来ているということがおうち

の方はわかっていて、おうちを出たら出席を取って、きょうは来ている

とか、来ていないとかいうのをその日によって、行く気持ちになれなか

ったりということもあるかもしれないし、そのあたりはどのような体制

を取られているのでしょうか。 

特別支援教育課長 保護者の方とも面談をいたしまして、どういう形で通

うのか、そういうところを決めた上で通ってきていただきます。ですの

で、「きょう、休みです」ということは連絡いただかないと来たかどう

かということがありますので、そういう連絡はいただくようにしている

ところでございます。 

庶務課長 ほかにはよろしいでしょうか。 

  それではないようですので、報告事項４番につきまして以上とさせて

いただきます。 

  引き続きまして、報告事項５番「学校運営協議会委員の任命について」、
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学校支援課長からご説明いたします。 

学 校 支 援 課 長  学 校 運 営 協 議 会 委 員 の 10月 １ 日 か ら の 任 命 に つ き ま し て

ご報告申し上げます。まず、先ほどご議決いただきました杉並和泉学園

と西宮中学校の委員でございますが、資料の裏面をご覧いただければと

存じます。校長初め記載の各位以下、今般委員として任命をさせていた

だいてございます。それぞれ１期目ということでございますので、平成

27年 10月 １ 日 か ら 29年 ９ 月 30日 ま で が 任 命 期 間 と い う こ と に な っ て ご

ざいます。 

  また、この西宮中学、杉並和泉学園の公募委員を応募する際に、合わ

せまして公募委員の欠員となる小学校・中学校につきましても委員の公

募をさせていただきました。表面をご覧いただければと存じます。 

  まず、杉並第二小学校のお一方、三谷小学校のお一方、天沼中学校の

お三方、荻窪中学校のお一方がこの度新たに学校運営協議会委員としま

して、平成27年 10月１日を始期としまして任命をさせていただく予定で

ございます。 

杉並第二小学校のお一方と三谷小学校の公募委員の方、天沼中学校の

３名の公募委員の方、荻窪中学校の公募委員の方のうち、三田委員につ

きましては、今回合わせて公募をさせていただいた上での公募委員とし

まして新規に委員となっていただいた方でございます。 

富士見丘小学校の学識経験者、校長推薦の柳瀬さん、木村さん、栗岩

さんにつきましては更新でございます。 

天沼中学校、生重さん、高橋さん、鶴岡さん、三石さんについては更

新でございます。 

荻窪中学校の公募委員の石井さんにつきましては更新でございます。 

三谷小学校の新谷さん、学識経験者でございますがこの方と、荻窪中

学校の高田さん、この方も学識経験者でございますが、この方につきま

しては新規でこの度委員として任命させていただく方でございます。 

私からは以上でございます。 

庶務課長 それではただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

折井委員 新泉和泉小学校ですけれども、学識経験者の白瀧一紀委員なの

ですが、現職が秋田大学の客員教授ということで、大学によって客員教

授 の 扱 い と い う の は 大 分 違 う の で 実 質 的 に あ ま り 出 講 な さ っ て い な い
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可能性もあるのですが、この方は秋田にお住まいなのでしょうか。それ

ともこちらの方にいらして、そのまま委員として活動してくださるとい

うことなのでしょうか。  

学校支援課長 この方につきましては、この地域にお住まいでございまし

て、この現地でご活躍いただく予定でございます。  

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。 

對 馬 委 員  学 校 運 営 協 議 会 委 員 の 更 新 の 方が た く さ ん い ら っ し ゃ い ま し

たけれども、更新何期までというのはありましたか。 

学校支援課長 まず公募委員につきましては３期まででございます。校長

推薦につきましても３期なのですが、必要な場合には４期まで認められ

てございます。学識経験者は５期まででございます。 

對馬委員 そうすると、公募委員で最初入っていて、その後、校長推薦に

切りかわるという場合もありますか。 

学校支援課長 ございます。  

對馬委員  そうすると、それは切りかわった段階でそこからまたさらに３

期とか、そういうことになるのでしょうか。 

学 校 支 援 課 長  切 り か わ っ た 段 階 で そ こ から ま た カ ウ ン ト が ス タ ー ト す

ることになります。 

庶務課長 ほかにはよろしいでしょうか。 

  それではないようですので、報告事項５番につきましては以上とさせ

ていただきます。 

  引き続きまして、報告事項６番「杉並区教育委員会共催・後援名義使

用承認について」、生涯学習推進課長からご説明いたします。 

生涯学習推進課長 私からは、教育委員会の共催・後援名義の７月分の使

用承認についてご報告をいたします。７月分の承認の合計でございます

けれども、件数47件ございました。内訳でございますが、定例・新規の

訳は、定例が42件、新規が５件。共催・後援の訳が、共催が９件、後援

が38件でございます。 

新規につきましてご説明をさせていただきます。新規は全て後援でご

ざいます。担当課が生涯学習推進課のものは２ページでございます。１

番の団体名は「杉並区交流協会」、事業名が「海外文化セミナー第３回

まるごと台湾フェア」が１件。２件目が「『60万回のトライ』杉並上映

実行委員会」、「『60万回のトライ』杉並上映会」でございます。 
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スポーツ振興課の新規が２点でございます。８ページをご覧ください。

８ページの１番「公益社団法人日本ダーツ協会」の「第32回日本障がい

者ダーツ選手権大会」でございます。スポーツ振興課の方の２点目が、

９ページの最後16番でございます。「杉並区スポーツ振興財団」の「第

92回春のすぎなみ区民歩こう会『新緑の江戸城お堀端と神田・本郷界隈

を歩く！』」というものでございますが、こちら大変失礼をいたしまし

たが、４月承認分の報告漏れでございます。 

  次に、済美教育センターのもの、10ページでございます。「日本ラグ

ビーフットボール協会」の「文部科学省2019年ラグビーワールドカップ

普及啓発事業タグラグビー指導者研修大会」でございます。 

共催・後援名義使用承認については以上でございます。 

庶務課長 それではただいまの説明につきましてご意見、ご質問等ござい

ますでしょうか。 

折井委員 済美教育センターの新規のタグラグビーというのは、これは何

ですか。 

済美教育センター所長 昨今、小学校の体育の１つと、ゲームとして幾つ

か導入されているものでございまして、本来、普通のラグビーですと、

タックルをして相手を倒してボールを奪うという競技になりますが、タ

グと呼ばれるひもみたいなものを腰のところにつけまして、それを取ら

れたら、いわゆるタックルと同じような効果になっている、そういった

ニュースポーツというのですか、そういったものでございます。 

折井委員 では、安全に配慮したスポーツということですね。ありがとう

ございます。 

庶務課長 ほか、よろしいでしょうか。 

  それではないようですので、報告事項６番につきましては以上とさせ

ていただきます。 

引き続きまして、報告事項７番「指定管理施設の年末年始の開場につ

いて」、スポーツ振興課長からご説明いたします。 

スポーツ振興課長 指定管理施設の年末年始の開場ということで、平成21

年度から既に行われてきたものなのですけれども、本年も休場日となっ

て お り ま す 年 末 の 12月 28日 と 年 始 の １ 月 ４ 日 を 一 般 開 放 な ど で 貸 し 出

しを行うといったものでございます。午前９時から５時までは体育館等

でございますが、上井草スポーツセンターのみ午前９時から午後９時ま
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でということで夜も遅くまで営業するといったことでございます。 

例年ではございますけれども、「広報すぎなみ」や区ホームページな

どで幅広く区民の方に周知して、ご利用いただきたいと考えております。

以上でございます。 

庶務課長 それでは、ただいまの説明についてご意見、ご質問等ございま

すでしょうか。 

對馬委員 その他の（１）のところに、ここの３施設では利用者の状況を

踏まえて、27年度は実施しないと書いてあるということは、ほかの実施

するところは結構人が来るということなのかなと思うのですが、どのぐ

らい利用者はあるのでしょうか。 

スポーツ振興課長 3,000人強だったと。  

對馬委員  全体で。 

スポーツ振興課長 はい。 

對馬委員 わかりました。結構皆さん、いらっしゃるのですね。 

スポーツ振興課長 １月３日には、かるたとかたこ揚げ等々、お正月にふ

さわしいことなども行いましたので。 

庶務課長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それではないようですので、報告事項７番につきましては以上とさせ

ていただきます。 

引き続きまして、報告事項８番「『杉並区いじめ防止対策推進基本方

針』の策定について」、済美教育センター統括指導主事からご説明いた

します。 

統括指導主事（手塚） 私からは、杉並区いじめ防止対策推進基本方針を

策定しましたので、このことについてご報告をさせていただきます。 

１ページ目をご覧ください。杉並区ではいじめ問題について、済美教

育センターの教育 SATによる学校支援や電話によるいじめ相談等の取組

を着実に進めてきました。今回策定した「杉並区いじめ防止対策推進基

本方針」は全ての児童・生徒が安心して学校生活が送ることができるよ

う、いじめ防止対策の推進法に基づき、いじめの防止等のための対策を

一層総合的にかつ効果的に推進することを目的としています。 

本基本方針は、大きく３つの基本的な考え方に成り立っています。 

１点目は、「いじめを許さない学校をつくる」ということです。いじ

めを許さないという教員としての意識向上を図るとともに、学校がいじ
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め問題に組織的に対応できる校内体制を整備していきます。 

２点目は、「児童・生徒の主体的な行動を促す」ということです。こ

れは、児童・生徒のいじめに関する理解を深めさせ、児童・生徒がいじ

めをしない、いじめを放置しないなど、いじめの解決に向けて主体的に

行動できるようにしていきます。 

３点目は、「家庭・地域・関係機関と連携した取組みを進める」とい

うことです。いじめが複雑化・多様化する中、家庭・地域・関係機関が

それぞれの役割を認識しつつ、連携を図り、いじめ問題解決に向けて社

会全体による取組を進めてまいります。 

また、本基本方針では、いじめ防止等に関する事項について専門的な

知 見 に 立 っ た 意 見 を 参 考 に す る た め 区 長 の 附 属 機 関 と し て 設 置 し て い

る青少年問題協議会との連携を図ってまいります。 

続いて、最後のページの全体図、Ａ３判の大きいページになります。

こちらをご覧ください。 

本基本方針では、教育委員会が取り組んでいくことを縦のライン、学

校が取り組んでいくことをさらに縦のライン、教育委員会と学校が連携

して取り組んでいくことを真ん中のところに明確に位置づけました。 

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の人権や教育を受ける権利を著

しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、その生命、または身体に重大な危険を生じさせる恐れが

ある、絶対に許されない行為であります。 

今後、本基本方針を学校に周知するとともに、いじめはどの学校でも、

どの児童・生徒にも起こり得ることという認識に立ち、いじめの未然防

止に向けての取組を着実に進めてまいります。 

私からは以上でございます。 

庶務課長 それでは、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

對 馬 委 員  こ う い っ た 方 針 を 出 す こ と が まず 一 番 最 初 の 予 防 か な と 思 い

ますので、非常に有意義なことだと思っております。子どもたちのいじ

めサミットを見ていても、非常に子どもたち赤裸々に中学生はいろいろ

な意見を出してくれるなと。あそこに多くの区民の方が来ていただくと

い う こ と が １ つ 大 き な 効 果 が あ る の で は な い か な と 思 う の で す け れ ど

も、毎年繰り返されるのはやはり大人をあまり信用してもらえていない
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ような感じをどうしても感じることがありまして、やはり大人は何をし

たらいいのだろうというところが、非常に大人として何をしてあげたら

いいというよりも、やはり何をしたらいいのだろうなのかなという感じ

がすごく、あそこに行くと子どもたちからいつも課題を突きつけられる

ような、子どもたちは非常に主体的に動いているけれども、私たち大人

は何をしていったらいいのだろうかなというのをいつも感じます。やは

り子どもたちがいくら主体的にやっても、どうしても変えることのでき

ない大人たちの中の部分というのは、子ども側から変えることができな

い部分というのはやはりどうしてもあると思うので、各ご家庭の中とか

に踏み込むことはなかなかできないですけれども、やはり子どもの力だ

け で は 何 か で き な い 部 分 を 大 人 が 補 っ て い く と か 変 え て い く こ と が で

きたらいいなと思っておりますので、これを基本にしてもっとこういっ

たことが全体に、大人も子どもも含めて広がっていくといいなと思いま

す。 

事務局次長 今、對馬委員から言っていただいたことは非常に大切なこと

と思っています。この本編の７ページのところですけれども、まさに今、

言っていただいたことですが、今後この方針の趣旨などにつきまして、

やはり家庭・保護者の方々、そして地域・関係者の方々と共有して、そ

れ ぞ れ 果 た す べ き 役 割 を き ち っ と 認 識 を し て 適 切 な 役 割 分 担 の 下 に 総

合 的 な 対 策 を 進 め て い く と い う こ と が 何 よ り も 重 要 と 思 っ て い ま す の

で、そういう姿勢でこれからも取り組んでいきたいと思います。  

庶務課長  ほかにご意見等、よろしいでしょうか。 

伊井委員 いじめサミットに出させていただくと、子どもたちの方が主体

的に頑張って考えている、本当にさっき對馬委員がおっしゃったように

大 人 に 突 き つ け ら れ る 問 題 の 方 が 多 い な と い う 感 じ が し て し ま う の で

すけれども、あそこにいらしているお子さんだったり、生徒さんという

のは、かなり自分たちで自主的に考えているお子さんだと思うのですね。

今、すごく携帯電話や何かで問題が中に入りつつ、潜伏しつつある状態

だと思うので、これを策定して、こういうふうに出すことと、それから

どういうふうに例えば、予定としてここに出しますよということで書い

てありますけれども、 PTAや保護者の方にどんどん進めていくか、連携

するか、広めていくか、皆さんにわかっていただくというか理解してい

ただくかということと同時に、これを見たときに子どもたちがどんなふ
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うに、子どもたちの方が「大人も本気になってくれている」というよう

な伝え方というのですか、そんなところで、「もしかしたら自分たちも

相談できるところがあるかもしれない」というようなニュアンスと、そ

れから毎日、先生方が学級で子どもたちを見てくださっている中で、先

生たちがお忙しい中、ほんとに大変だと思うのですけれども、先生方同

士 の 間 で の 気 づ き み た い な も の と い う の を 日 々 お 願 い で き る と い い な

と思います。でも、やはり一番大きくは、家庭で子どもの変化に気づい

ていくという、いろいろなシグナルを出していくので、そこにどう連携

したり、アクセスしていくか、アプローチしていくかというところもす

ごく大事だと思うので、本当に細かいことにはなっていくと思うのです

けれどもぜひご尽力いただき、また、私たちも学校に出向くとか何かで、

子 ど も た ち の い ろ い ろ な 活 動 の 様 子 を 見 る と い う こ と で ご 一 緒 さ せ て

いただければなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

統括指導主事（手塚） 今後、この件につきましては、校長会の方で周知

をしますけれども、ただ、校長に今度の校長会でお話するというだけで

はなくて、通知文をつけて発出してまいりたいというふうに思っていま

す。例えば、その通知文には必ずプリントアウトをして全教職員が必ず

手に持ち、朝の会議等を活用して、内容を理解する、または学校から発

せられた「学校だより」等を使って、このような基本方針が区から出さ

れ た と い う こ と も 合 わ せ て お 願 い を し て い く こ と な ど 多 々 考 え ら れ る

と思いますので、この基本方針をつくって終わりというわけではなく、

ここでもう一度再確認をし、さらに今後に向けてもこの基本方針に基づ

い て 取 組 を 進 め て い く と い う こ と を 共 通 理 解 と し て い き た い と 思 い ま

す。 

伊井委員  ぜひ一緒に考えるよという感じが伝わるといいなと思います。 

折井委員 ５番の「いじめ防止等の取組み」というところの１番の、ペー

ジでいうと３ページ目になりますけれども、「教員研修の充実」という

のが書いてあるのですけれども、これはコメントというか、どういうふ

うに表現をしたらいいかちょっとわからないのですが、確かに教員研修

は不可欠だなと思います。今までの先生方の経験だけでは対応しきれな

いような、目に見えない形での、先ほどもおっしゃっていましたけれど

もネット上でのものですとか、子どもたちが気づかれたくない、結局隠

してしまうということもありますので、本当にまず発見をしてあげない
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限りはどうにもならないので、その研修というのは、本当に重要で、た

だ１時間や２時間レクチャー受けただけでは、実質的には教員の対応力

を上げる効果があるのかなというふうに正直思います。 

というのは、マニュアルのようにチェックリストをつけて発見できる

くらいだったら、今まで発見できたと思うのですね。でも、この教員側

の感性というのでしょうか。顔色の少しの差に気がつくだとか、ちょっ

とした反応のおくれに気がつくだとか、体の動きに気がつくだとか、そ

う い っ た よ う な こ と は 本 当 に マ ニ ュ ア ル で は ど う に も な ら な い 部 分 が

あって、なので、例えばベテランの先生が違うクラスのお子さんなのに、

「あれ？」と思う、でも、担任の先生は気づかないというようなことが

起こり得るのは、やはり教員自身が気づきに、うまくそれができるかど

うかということがかなり大きな違いを生むと思いますので、チェックリ

スト的なものではない、どういったものがあるのか私自身は本当にわか

らない中でお願いするのは恐縮なのですが、どうにか先生たちが見つけ

てあげられるように、子どもたちがそのままになってしまわないような、

ぜひ工夫というのでしょうか、やっていただきたいなと切に願っており

ます。よろしくお願いいたします。  

統括指導主事（手塚） 今のお話ですが、担任がいじめ問題を見逃すこと

も十分考えられますので、学年とか、または学校全体で、組織で対応す

るということを常日ごろお願いしているところです。ですから、複数の

目 で １ つ の 問 題 を し っ か り と 確 認 す る と い う こ と が 非 常 に 重 要 に な っ

てきますので、その１つの小さな問題を教職員間で共通理解し、教職員

がそれを発見した場合には、共通理解の下に解決をしていくという方法

で動けるように集中していきたいと思います。 

折井委員 私自身が教員をしている中で、その教員のタイプによると思う

のですが、大学ですとゼミ生の問題だとか、いろいろ自分の担当生徒の

問題が生じたときに、どうしても自分の生徒のことは自分が一番よく知

っているからということを教員は言い出してしまうのですね。自分自身

もそうなってはいけないなというふうに思うのですが、ぜひ何か問題が

生じたときには、それは担任の責任がどうのではなくて、責任問題では

ないし、それは隠すものではなく、みんなでよくしていくというか、問

題 を 解 決 し て い く の だ と い う よ う な こ と が 広 く 学 校 内 で 理 解 さ れ る よ

うに、ぜひお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 
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統括指導主事（手塚） 学級の壁、学年の壁という１つの壁があったと思

うのですけれども、それでは見逃してしまうことがありますので、それ

が 先 ほ ど 言 っ て い る 組 織 的 と い う 言 葉 に つ な が る か と 思 う の で す け れ

ども、１人の目ではなくて、２人、３人の目で見られるように学校も変

わりつつありますので、その辺を強調してまいりたいと思います。  

對馬委員  折井委員の質問に追加ですが、やはり学校だけで、先生だけで

背負わないということだと思うのですね。この間、大阪の事件、いじめ

とは違いますけれどもありましたが、やはり地域の人とかが、子どもが

学校を出たところで、道路とかで何かそういうことをやったりとかする

ことってありますから、そういうのを見逃さないというのも非常に大事

だと思うので、ここにありますけれども、保護者とか地域との連携とい

うのは非常に大事だと思うので、学校だけで背負うことではなくてやは

り子どもが生きているエリア、見えなくなってしまって、ネットの奥の

方まではなかなか見えづらいかもしれませんが、見えるところはとにか

くみんなで見ていって、ちょっとしたことでも耳に入れ合うような体制

がつくれたらいいのではないかなと感じております。 

統括指導主事（手塚） 生徒会サミットの際にも多くの一般市民の方がい

らっしゃっていました。ああいう会を見ることによって、地域の方も「大

人も何とかしていかなきゃいけないんだ」という意識が広がっていくの

ではないかというふうに思いますので、このような会をさらに充実させ

ていきながら、こちらの基本方針もホームページにアップしながら地域

全体で子どもたちを見守るような体制を整えていきたいと思います。 

教 育 長  杉 並 区 は い じ め に 関 す る 法 制 度 に つ いて ど の よ う に 対 応 し てい

くかということをこの間、ずっと考えてきましたが、いじめ防止条例は

つくらないという方針を掲げた理由は、いじめとか健全育成とか、子ど

もの豊かな人間性の涵養というのは、法律によって定められたら自動的

に そ れ が 実 現 す る と い う も の と は 違 う と い う 認 識 を 持 っ て い る か ら な

のですね。ここのところが一番大事なので、なぜ、人はそういうことを

するのかという、人の弱さとか哀しさみたいなものをきちんと理解して

いかないといけない。水漏れ防止のためのチェックポイントとか、雨漏

りを早く発見するためのチェックポイントとは違うわけですよ。だから、

どんなにチェックポイントをたくさんつくって、やっているかやってい

ないかというふうにやって、完璧にチェックがついたから、これは大丈
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夫ですという問題ではない。 

例えば１つであったとしても、それはその子にとっては非常に深刻な

問題である場合もあるし、はた目で全部チェックがついたから安心だと

思っていたら実はそこから漏れているものがあった。そういうふうに考

えていくと、どんなに完璧にチェック項目をつくって、みんなで見てい

きましょうと言っても、それはできる話ではない。むしろそういうこと

を細かくやればやるほど、監視社会的なコミュニティができ上がってい

く恐れだってないわけではない。 

い じ め と い う 社 会 悪 に 対 し て み ん な で 力 を 合 わ せ て い き ま し ょ う と

いうことについては合意できていることであって、それを起こさないよ

うにしよう、起きたらそれを早く解決していこうということだから、人

の善意を信頼しているからこそできるのであって、何でも細かく、大阪

市かな、いじめを見逃したら服務違反というのですが、それは切羽詰ま

った大阪の事情はあるかもしれないけれども、見逃したら服務違反とい

うことになると、そうしたら今度は、見逃さないようにはどうしたらい

いかということが逆に起きてくるわけですよね。だから、見逃すとか見

逃さないということではなくて、人はそういう人の弱さに気づかないま

ま、そういうことをやってきているという、そのこと自身に気づいてい

くということをこの教育の中で実践していかないと、見逃しているとい

うのではなくて気づかずにいる、その我々の弱さみたいなものをやはり

みんなが理解して、だから、もう１人の人の目が必要になってくる。見

逃しているわけではない。気づかないまま放置してきて、それは悪意で

放置していたわけではないけれども、たまたま結果的にそうなってしま

うとしたら、それはどのようにして補っていくかといったら、今度はも

う１人、２人目、３人目、４人目の人が見逃さないように見ていくとい

う、Ａさんが見逃したものをＢさんが、またＢさんが見逃したものをＡ

さんが見逃さないようにするという関係をつくっていかない限り、チェ

ックが 10個で足らなかったら 20個、 20個で足らなかったら 100個となる

に決まっているのでね。 

そういうような形でがんじがらめにして、いじめをなくしていこうと

いう方向にはまらないように、みんなで見逃さないようにしていきまし

ょうということは、みんなで大事に育てていきましょうという肯定的な

理解に置きかえていく、そういうことが私は大事だと思います。見逃さ
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ないようにしようということは、大事に育てようということと同じ意味

だと。だから、決して、見逃さないためにチェックリストをつくって、

チ ェ ッ ク リ ス ト で 全 部 チ ェ ッ ク が つ い た か ら 見 逃 さ な か っ た と い う こ

とではなくて、一人ひとりを大事に育てていきましょうという合意をも

っともっと深いものにしていけたらいい。そうすると、あの中学生サミ

ットのようなものがすごく勇気づけられるわけですよね。中学生が小学

校に行って、僕たちはもういじめはやらない、いじめを見つけたらみん

なで解決しようと言っているのだから、君たちも何かあったら言ってお

いでとか、やらない方がいいよということを年の近い先輩が幼い子たち

に、そういう話をしてくれるということはすごくいいことだし、わかり

やすい。中学生がそういうことをやろうと言っているとしたら、そこを

我々はきちっとサポートしてあげなければいけないし、困っていたら助

けてあげる。どこか悪いところを見つけて指摘するのではなくて、困っ

ていたり、哀しいことがあったら、そこのところを見逃さないですくい

上げていくということはぜひやっていきたいと思います。 

先ほど折井委員からも研修の話がありましたけれども、研修というの

は、いじめとは何であり、いじめを起こさないためにはどうすべきかと

いう「べき論」を教え込むことではなくて、やはり人を人として大事に

し て い く と い う こ と は ど う い う こ と か と い う こ と を 若 い 先 生 に も わ か

ってもらいたいし、長い経験をして忘れてきていることが多いベテラン

に対しても、もう一遍思い返してもらうということであって、それを心

理学とか青年の成長の問題等に詳しい人からより適切に、単なる経験論

ではなくて科学的、教育学的にきちっと指摘してもらって改めて学び直

すという機会にしていかないと、単なるいじめ防止研修を何回やったっ

て、一夜漬けのマニュアルのテストと同じで、私なんか単語を 100個覚

えたって一晩寝てテストが終ったらほとんど忘れてしまうという、そう

いう研修になりかねないので、生き方として、一人ひとりを大事にして

いく、そういうことが、もう一遍みんなで気づき合っていきましょうと

いう研修をぜひやってほしいと思います。 

それで、実はこの間、中央教育審議会の分科会で、まなざしの話にな

ったのです。学校に先生以外の人に来てもらう、学校に先生ではない人

がいた方がいいというのを私が報告したのです。それは、杉並の地域運

営学校が 10年たって、どういう成果が生まれたかというものの１つに、
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先生たちが子どもたちを肯定的に見るようになってきた。それから、子

どもたちが自信を持つようになってきているし、今も育ってきていると

いう話の中で、なぜそうなるのかといったら、人はいつも見なれている

状況だけではなくて、違うところから見られて頑張っているねと言って

もらったり、あるいはダメだよと言ってもらったりすることがすごく新

鮮で、そういう違う角度から人を見る視点が必要で、それは単に監視す

るという視点ではなくて、まなざしではないのかと。 

そこで議論になったのは、そのような複眼的な視点が必要なのだとい

うことです。複眼的な視点というのは、監視する複眼的な視点というよ

りは、子どもを見る目がいろいろな角度から、いろいろなまなざしで子

どもを見ていく、そういう関係をつくっていかないと学校は豊かになっ

ていかない、改めてそれをもう一遍やり直す必要があるのではないかと

いう議論をしたばかりなのですけれども、ぜひ、杉並のこのいじめ防止

対策推進基本方針が単に制度をつくって、万全のものをつくったからこ

れでいじめはなくなります、みんなで目を光らせていじめを防止してい

きましょうという、火の用心とか水漏れ防止のチェックリストではない

ということはやはり現場にも、我々も心していかなければいけないと思

います。ちょっと長くなりましたけれども、これは大事なことなので、

ぜひみんなで理解していきたいと思います。 

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。 

  それでは報告事項８番につきましては以上とさせていただきます。 

  以上で報告事項の討議を終わります。  

教育長  それでは冒頭にお諮りいたしましたように、ここからは非公開で

審議をさせていただきます。その前に庶務課長から何か連絡事項がござ

いましたら、どうぞ。  

庶務課長  次回の日程でございますが、９月９日水曜日、午後２時から定

例会を予定しております。以上でございます。  

教育長  それでは傍聴の方々にお願いいたします。この後は非公開といた

しますので、ご協力をお願いいたします。 

（傍聴者退室） 

教育長 それでは引き続き、議案の審議を行います。庶務課長、お願いい

たします。 

庶務課長 それでは引き続きまして、議案第57号「平成27年度杉並区一般
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会計補正予算第２号」を上程いたします。説明は私からいたします。 

本 議 案 に つ き ま し て は 平 成 27年 第 ３ 回 区 議 会 定 例 会 に 提 出 す る 議 案

につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定

に基づき、区長から教育委員会に意見を求められたものでございます。 

議 案 の 資 料 と な っ て お り ま す 補 正 予 算 概 要 ２ ペ ー ジ 目 を ご 覧 く だ さ

い。教育費の歳入歳出予算に関するものとして「特別支援教室」と「妙

正寺体育館の改築」に係る２事業でございます。 

まず「特別支援教室」についてでございます。先ほど報告事項の中で

所管課から報告いたしましたが、東京都の特別支援教室の導入のガイド

ラインに基づき、平成28年度から30年度の間に小学校全校に特別支援教

室を段階的に設置する予定でございます。 

このうち平成28年４月に富士見丘小地域６校において、特別支援教室

を開設する予定でございますが、この度東京都におきまして、特別支援

教室の開設準備にかかる教材費、工事費について１校あたり 100万円の

補助制度が創設されたことから、区においてもこれを活用するため歳入

歳出予算をそれぞれ600万円計上するものでございます。 

次に「妙正寺体育館の改築」についてでございます。本件は、平成26

年度から28年度までの３年間で進めているものでございますが、今回の

案 件 は 工 事 費 に か か る 労 務 単 価 の 見 直 し 及 び 資 材 価 格 の 高 騰 に 対 応 す

るため、工事請負契約第26条第６号のインフレスライド条項による増額

分のうち、27年度分の1,828万 4,000円について補正するものでございま

す。 

こ の 度 平 成 26年 度 に 新 設 さ れ た 東 京 都 の 「 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 費 補 助

金」が歳入として見込めることとなったため、財源更生を行い、都から

の補助金 7,930万円を新たに計上する一方、区の一般財源からの支出を

1,401万 6,000円減額するとともに地方債の限度額を 4,700万円引き下げ

るものでございます。 

地方債の補正につきましては、４ページ目を合わせてご覧ください。

補正前の限度額は、３億6,900万円でございますが、ここから4,700万円

を減額し、３億2,200万円とするものでございます。 

次に１ページお戻りいただいて、３ページ目をご覧ください。この２

事業による補正額は特別支援教室にかかる 600万円と妙正寺体育館の改

築にかかる1,828万 4,000円の合計2,428万 4,000円であり、補正後の金額
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は 147億 9,835万 9,000円となっております。 

以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。 

それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問等ございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは質問がございませんので、教育長、議案の採決をお願いいた

します。 

教育長 それでは議案の採決を行います。議案第57号につきましては、原

案のとおり可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長 それでは異議がございませんので、議案第57号は原案のとおり可

決といたします。 

以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。本

日の教育委員会を閉会いたします。 


